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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防災エリア内の各所に設けられる複数の端末器と、複数の端末器を監視制御する受信機
とを備え、
　複数の端末器の各々は、個別に設定されている個別アドレスを有し、
　受信機は、端末器を個別に呼び出す場合には前記個別アドレスを含む第１の信号を送信
し、全ての端末器を呼び出す場合にはその旨を示す第２の信号を送信し、
　各端末器は、受信機から信号を受信したときに、第１の信号及び第２の信号のいずれで
あるかを判別するアドレス判別手段と、受信機から信号を受信したときに表示動作可能な
表示手段とを備える防災システムにおいて、
　各端末器は、受信した信号について、アドレス判別手段が第１の信号であると判別した
場合には表示手段の表示動作を行い、第２の信号であると判別した場合には、表示手段の
表示動作を行わないことを特徴とする防災システム。
【請求項２】
　防災エリア内の各所に設けられる複数の端末器と、複数の端末器を監視制御する受信機
とを備え、
　複数の端末器の各々は、個別に設定されている個別アドレスと、複数の端末器の所定の
グループごとに設定されているグループアドレスとを有し、
　受信機は、端末器を個別に呼び出す場合には前記個別アドレスを含む第１の信号を送信
し、所定のグループに属する端末器を呼び出す場合には前記グループアドレスを含む第２
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の信号を送信し、
　各端末器は、受信機から信号を受信したときに、第１の信号及び第２の信号のいずれで
あるかを判別するアドレス判別手段と、受信機から信号を受信したときに表示動作可能な
表示手段とを備える防災システムにおいて、
　各端末器は、受信した信号について、アドレス判別手段が第１の信号であると判別した
場合には表示手段の表示動作を行い、第２の信号であると判別した場合には、表示手段の
表示動作を行わないことを特徴とする防災システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、受信機によって複数の端末器を監視制御する防災システムに関し、さらに言
えば端末器に設けられた動作表示灯の制御に関する。
【０００２】
【従来の技術】
受信機によって複数の端末器を監視制御する防災システムが知られている。実公平１－４
２２３５号公報には、端末器が個別アドレス検出時の出力を利用して表示灯を駆動する防
災用監視制御装置が開示されている。この公報の構成によれば、例えば火災感知器や中継
器などの端末器に対して、中央装置（受信機）から命令を送信したときにその端末器の表
示灯（ＬＥＤ、発光ダイオード）が一瞬点灯するので、どの端末器が受信機に呼び出され
応答しているのか分かるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記構成において、端末器を個別に呼び出す場合には問題はなかったが、
煙感知器全てといったグループ単位で、あるいは全ての端末器を呼び出す場合には、多数
の表示灯が一斉に点灯するため、ラインの電圧が降下し、システムダウンにつながりかね
ないという問題があった。
【０００４】
本発明の課題は、防災システムにおいて、受信機が複数の端末器を同時に呼び出しても、
ライン電圧の降下を防ぎ、システムの安定した動作を維持することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、例えば図１、図２に示すように
、
　防災エリア内の各所に設けられる複数の端末器(１０ａ、１０ａ、１１ａ、１１ａなど)
と、複数の端末器を監視制御する受信機（２）とを備え、
　複数の端末器の各々は、個別に設定されている個別アドレスを有し、
　受信機は、端末器を個別に呼び出す場合には前記個別アドレスを含む第１の信号を送信
し、全ての端末器を呼び出す場合にはその旨を示す第２の信号を送信し、
　各端末器は、受信機から信号を受信したときに、第１の信号及び第２の信号のいずれで
あるかを判別するアドレス判別手段（通信コマンド判別回路２２）と、受信機から信号を
受信したときに表示動作可能な表示手段（通電表示回路２５）とを備える防災システム（
１）において、
　各端末器は、受信した信号について、アドレス判別手段が第１の信号であると判別した
場合には表示手段の表示動作を行い、第２の信号であると判別した場合には、表示手段の
表示動作を行わないことを特徴とする。
【０００６】
請求項１において、第２の信号について、全ての端末器が共通のアドレスを有し第２の信
号がそのアドレスを含む信号であってもよいし、端末器側に共通のアドレス設定はしない
で、第２の信号が特定のコマンドを有する信号であって端末器がそのコマンドを受信する
と呼び出されたと判断するように構成してもよい。
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【０００７】
　また、請求項２に記載の発明は、例えば図１、図２に示すように、
　防災エリア内の各所に設けられる複数の端末器（１０ａ、１０ａ、１１ａ、１１ａなど
）と、複数の端末器を監視制御する受信機（２）とを備え、
　複数の端末器の各々は、個別に設定されている個別アドレスと、複数の端末器の所定の
グループごとに設定されているグループアドレスとを有し、
　受信機は、端末器を個別に呼び出す場合には前記個別アドレスを含む第１の信号を送信
し、所定のグループに属する端末器を呼び出す場合には前記グループアドレスを含む第２
の信号を送信し、
　各端末器は、受信機から信号を受信したときに、第１の信号及び第２の信号のいずれで
あるかを判別するアドレス判別手段（通信コマンド判別回路２２）と、受信機から信号を
受信したときに表示動作可能な表示手段（通電表示回路２５）とを備える防災システム（
１）において、
　各端末器は、受信した信号について、アドレス判別手段が第１の信号であると判別した
場合には表示手段の表示動作を行い、第２の信号であると判別した場合には、表示手段の
表示動作を行わないことを特徴とする。
【０００８】
請求項２において、「所定のグループ」についてのグループ分けは特に限定されないが、
例えば煙感知器や防火戸といった種別を同じくする端末器のグループや、１階といった設
置されている区域を同じくするグループであってもよい。
請求項１または２において、表示手段の表示動作とは、点灯、点滅などであるが具体的に
は限定されない。
【０００９】
　請求項１あるいは請求項２に記載の発明によれば、グループ全体の端末器や全ての端末
器が呼び出されたときのライン電圧の降下を防ぐことができる。
【００１１】
　すなわち、請求項１あるいは２に記載の発明によれば、第２の信号、つまり所定のグル
ープに属する全ての端末器を呼び出す信号あるいは防災システム内の全ての端末器を呼び
出す信号であるときには、表示手段の表示動作を行わないことから、複数の端末器が同時
に表示動作してライン電圧が落ちてしまうようなことは全く生じない。
【００１６】
　なお、本発明においては、各端末器が個別アドレスとグループアドレスを有し、受信機
側も第２の信号としてグループアドレスを含むグループアドレス信号と、全ての端末器を
呼び出す全端末信号の２種類を送信可能であってもよい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
図１は、本発明の一例の防災システムの概略構成を示すブロック図である。図１に示す防
災システム１は、建築物等に設置され火災監視及び報知等の防災活動を行うもので、受信
機２と、受信機２から延びる線路Ｔから分岐する分岐線路Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３に４つずつ接
続された１２個の端末器１０ａ、１０ａ…とから主に構成される。
防災システム１では、図１の１２個の端末器に対してそれぞれ個別にアドレス（個別アド
レス）が設定され、受信機２が、その個別アドレスを指定して端末器にコマンドを送信し
、その送信されたアドレスと一致した端末器がコマンドに応じたデータを返信するという
、いわゆるＲ型のシステムを採っている。
【００１８】
受信機２は、例えば防災センターや管理人室などに設けられ、防災システム１の動作を制
御・統括するもので、ＣＰＵ（central processing unit）３、ＲＯＭ（read only memor
y）４、ＲＡＭ（random access memory）５、端末器との送受信を中継するインターフェ
ース６、操作部７、表示部８を備える。操作部７は各種スイッチやボタン等からなり、表
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示部８は液晶表示画面やＬＥＤ（発光ダイオード）表示灯などからなる。
【００１９】
ＲＯＭ４には、防災システム１全体を制御するための制御プログラムや制御データなどが
記憶されている。
ＣＰＵ３は、ＲＯＭ４に格納された制御プログラムや制御データに従い、ＲＡＭ５を作業
領域として、防災システム１における各種動作を制御する。
【００２０】
上記構成を有する受信機２は、ある端末器の個別アドレスとともに所定のコマンドを信号
として送信し、その端末器から現在の状況を送信させる。受信機２は、これを順々に繰り
返し、多くの端末器から情報を収集する。この信号を個別アドレス信号（第１の信号）と
する。
さらに、受信機２は、例えば防災システム１の最初の立ち上げ時や、保守点検時などの際
には、一度に多くの端末器を呼び出す。例えば、全ての端末器を呼び出すときは、端末器
の個別アドレスの代わりに、「（００）16」（以下、全端末アドレス）を付し、信号を送
信する。この信号を全端末信号（第２の信号）とする。ただし、各端末器側にこの「（０
０）16」がアドレスとしてメモリされているわけではない。
また、後述するように各端末器は所定のグループで分けられ、グループ内で共通のグルー
プアドレスを有している。受信機２は、特定のグループに所属する端末器を呼び出すとき
は、前記全端末アドレスに加えてグループアドレスを追加して、グループに所属する全て
の端末器を呼び出すようになっている。このときの受信機２からの信号をグループアドレ
ス信号（第２の信号）とする。
【００２１】
図１の１２個の端末器は、例えば火災感知器や中継器のような個別アドレスが設定され受
信機２との通信機能を有するものである。
分岐線路Ｔ１には端末器１０ｃ、１０ｃ、１１ｃ、１１ｃが接続され、建築物等の１階に
設置されており、これら端末器を１階グループＦ１とする。分岐線路Ｔ２には端末器１０
ｂ、１０ｂ、１１ｂ、１１ｂが接続され、２階に設置されており、これら端末器を２階グ
ループＦ２とする。分岐線路Ｔ３には端末器１０ａ、１０ａ、１１ａ、１１ａが接続され
、３階に設置されており、これら端末器を３階グループＦ３とする。
【００２２】
また、端末器１０ａ、１０ａ、１０ｂ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｃは、例えば煙感知器とい
った同じ種別のもので、これらを第１種別グループＪ１とする。端末器１１ａ、１１ａ、
１１ｂ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｃも、例えば中継器といった同じ種別のもので、これらを
第２種別グループＪ２とする。
１２個の端末器は、上記のようにグループに属しており、グループに共通のアドレス（グ
ループアドレス）を有する。例えば、端末器１０ａであれば、個別アドレスの他に、３階
グループＦ３と第１種別グループＪ１それぞれのアドレスを有する。
【００２３】
図２には、１２個の端末器に内蔵されている制御回路２０のブロック図を示す。制御回路
２０は、主に、入力回路２１、通信コマンド判別回路２２、記憶部２３、遅延回路２４、
通電表示回路２５、及びＬ端子２６、Ｃ端子２７とから構成される。図１では、各端末器
に延びる線路Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３は便宜的に１本で示したが、本来は受信機２及び端末器か
らの信号が送信されるＬ線（図示略）、コモン線（Ｃ線、図示略）とからなり、前記Ｌ端
子２６はＬ線に、前記Ｃ端子２７はＣ線に接続されている。
【００２４】
入力回路２１は、送受信インターフェース回路として機能する。
遅延回路２４は、カウンタとタイマを備え、通信コマンド判別回路２２から出力信号が入
力すると、前記カウンタに自己の個別アドレスの数字をセットし、タイマをＯＮにする。
その後、カウンタを所定時間ごとに減算していき、カウンタが０になった時点でタイマが
オフになり、通電表示回路２５に対して出力信号を送出する。
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【００２５】
通電表示回路２５は、図示しないＬＥＤ（発光ダイオード）からなる表示灯を有する本発
明の表示手段であり、通信コマンド判別回路２２あるいは遅延回路２４からの出力信号に
応じて該表示灯を点灯させるようになっている。この表示灯が点灯することで、動作中で
あり受信機２に対して応答していることが分かる。
なお、表示灯について、点灯ではなく、数回点滅させてもよい。
【００２６】
アドレス判別手段としての通信コマンド判別回路２２は、入力回路２１を介して受信機２
から送信されるコマンド情報を判別する。
一方、記憶部２３は、記憶内容を消去したり書き込んだりできるＥＥＰＲＯＭなどからな
り、端末器の動作に必要な各種データを記憶するもので、例えば個別アドレスの他に、前
記グループアドレスを記憶している。
【００２７】
そして、通信コマンド判別回路２２は、入力回路２１を介して受信機２から送信された信
号の中のアドレス部分について、記憶部２３に記憶された自己の個別アドレスやグループ
アドレスと比較し、自分宛ての個別アドレス信号か、グループアドレス信号か、全端末信
号であるか判別する。
通信コマンド判別回路２２は、自分宛ての個別アドレス信号であると判断した場合には、
コマンドに対応した内容を受信機２に対して送信するとともに、直ちに通電表示回路２５
に対して出力信号を送信する。グループアドレス信号あるいは全端末信号であれば、コマ
ンドに対応した内容を受信機２に対して送信するとともに、遅延回路２４を介して、所定
時間後に通電表示回路２５に出力信号を送るようになっている。
通信コマンド判別回路２２は、自分宛の個別アドレス信号やグループアドレス信号でもな
く、全端末信号でもなかった場合には、受信機２からの信号に応答しない。
【００２８】
図３には、図２の制御回路２０で行われる表示動作処理のフローチャートを示した。
まず、ステップＳ１において、受信機２からのコマンド信号を受信したか否か判定する。
受信するまでこの処理を繰り返し、受信したと判定すれば、ステップＳ２に移行し、コマ
ンド信号内のアドレスが個別アドレスと一致するか否か、つまり自分宛ての個別アドレス
信号か否か判定する。一致していれば、ステップＳ６において通電表示回路２５に出力信
号を送出し表示灯を点灯させ、その後ステップＳ１に戻る。ステップＳ２において一致し
ていないと判定すれば、ステップＳ３に移行する。
次いで、ステップＳ３において、コマンド信号内のアドレスから自分宛てのグループアド
レス信号や全端末信号であるか否か判定し、自分宛のグループアドレス信号又は全端末信
号であればステップＳ４に移行し遅延回路２４に出力信号を送出する。次いで、個別アド
レスに対応した所定の遅延時間経過後ステップＳ５において表示灯を点灯させる。ステッ
プＳ５の後、あるいはステップＳ３において自分宛のグループアドレス信号でも全端末信
号でもない場合にはステップＳ１に戻る。
【００２９】
以上の防災システム１によれば、各端末器は、グループアドレス信号や全端末信号のとき
には、個別アドレスに対応した遅延時間の後に点灯することになるので、ほぼ同時に呼び
出された端末器は順々に表示灯を点灯させるようになるので、一度に多くの端末器が点灯
することがなく、システムのライン電圧の降下を防ぐことができる。したがって防災シス
テム１の安定した動作を維持することができる。
【００３０】
なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、適宜変更可能であるのは勿論である。
グループアドレス信号や全端末信号の場合、各端末器においては、遅延回路を利用して個
別アドレスに応じた時間分、遅れて表示灯を点灯させたが、グループアドレス信号や全端
末信号を受信した場合には、表示灯を点灯（点滅）させないように構成してもよい。前述
のように、グループアドレス信号や全端末信号は、防災システムの立ち上げ時や、保守点
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しなくても問題はない。
あるいは、グループアドレス信号や全端末信号のときには、表示灯の光量を落とすことに
よって、ライン電圧に影響しないよう制御してもよい。
このように点灯させない、あるいは光量を落とすといった構成をとることでも、ライン電
圧の降下を防ぐことができる。
【００３１】
また、端末器のグループ分けは、図１に示すものに限らない。例えば、複数種類の種別で
１つのグループとしてもよいし、設置されている端末器の数が非常に多い場合には、階層
を設け、１つのグループの中に小さなグループをいくつか設けてもよい。
さらに、本発明において、線路の数、端末器が設置されている階、端末器の数などについ
て図１に示すものに限定されることはない。
【００３２】
【発明の効果】
　請求項１または２に記載の発明によれば、各端末器は、グループ全体の端末器や全ての
端末器が呼び出されたときのライン電圧の降下を防ぐことができ、したがって防災システ
ムの安定した動作を維持することができる。
【００３３】
　すなわち、請求項１または２に記載の発明によれば、第２の信号、つまり所定のグルー
プに属する全ての端末器を呼び出す信号あるいは防災システム内の全ての端末器を呼び出
す信号であるときには、表示手段の表示動作を行わないことから、複数の端末器が同時に
表示動作してライン電圧が落ちてしまうようなことは全く生じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の防災システムの一例を示す概略ブロック図である。
【図２】図１の端末器の制御回路を示す概略ブロック図である。
【図３】図２の制御回路により行われる表示動作処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　　　防災システム
２　　　受信機
３　　　ＣＰＵ
４　　　ＲＯＭ
５　　　ＲＡＭ
６　　　インターフェース
７　　　操作部
８　　　表示部
１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１１ａ、１１ｂ、１１ｃ　　　端末器
２０　　制御回路
２１　　入力回路
２２　　通信コマンド判別回路（アドレス判別手段）
２３　　記憶部
２４　　遅延回路
２５　　通電表示回路（表示手段）
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